


住宅ち建てられますが、 店舗の面積に制限が無いほか、 畜舎、

ホテル、 遊戯施設なども建てられます。

用途地域は全国一律の規制で、 13種類の区分しかないので、

日本全国の様々なまちの、 個性ひとつひとつに適応できるもので

はありません。

このため他の地区では、 まちの個性や特徴を守り育てるため、

地域のみなさんが話し合って合意形成レ、 独自のまちづくりルー

ルを定めて運用されている地区があります。

もちろん、 地域のみなさんが話し合う中で、 最終的にはルールを

定めなかった地域ちあります。

鈴蘭台駅北地区では、 これから土地区画整理事業が進められる

なかで、 建物が建て替わるなど、 まちなみが大きく変わる司能性

があります。 このタイミングでまちづくりルールを定めておくの

か、 それともルールは定めず自然体でいくのか、 いずれの選択を

するにしても、 地域全体で情報を共有し、 しっかり意見交換を重

ねて自分たちのまちの将来像を考えることが大切だと思います。

まちづくりのルールは他にも様々あります。 引き続き勉強会を

重ねて、 みなさんに情報発信していきます。

【最近の鈴蘭台】
区役所移転のほか、駅舎や駅前広場が整備されて利用しやすくな

った鈴蘭台駅前。時／マキッチ／1]ーも出現するなど、にぎわい形成の取り
組みも進められています。一度ご利用されてはいかがでレょうか？

（新聞でも紹介された “ 材料やスパイスにこだわった力レ ー
” だそうです。〉

r' ・お問い合わせ等は、鈴蘭台駅北地区まちづくり協議会会長：木戸まで 『＼
＼、 ノJ


